
コーポレート・ガバナンス

Ⅰ コーポレート・ガバナンス体制の概要

1. コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社は、取締役会、監査役、監査役会、及び会計監査人設置会社であります。
当社の取締役会は、取締役6名（うち1名は社外取締役）により構成されており、経営上の意思決定機関と

して、取締役会規則に基づき重要事項を決議しております。取締役会は、月次決算報告等により取締役の
執行状況を監督するために、毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。社外取締役につ
いては、その豊富な知見をもとに客観的見地から経営上の意見を得ることを目的として、招聘しております。

当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名（うち2名は社外監査役）の3名により構成され
ており、監査役相互の情報共有、効率的な監査に資するため、情報交換を行い、必要なときに随時開催し
ております。

また、取締役及び本部長を中心とした「経営会議」を毎週1回開催し、経営情報の迅速な把握に努めて
おります。

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。

2. 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款で定めております。

3. 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を

有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任に
ついては、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席
し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

4. 責任限定契約
当社と各取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定

に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金100万円以上であらかじめ定めた金額と法令が定め

る最低責任限度額のいずれか高い額としております。
また、当社は定款において、「当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、

同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠
償責任の限度額は、法令が規定する額とする。」としており、東光監査法人との監査契約中に責任限定の
条項を配しております。当該契約に基づく損害賠償額は、監査報酬の合計額に二を乗じて得た額をもっ
て限度としております。

5. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役（取締役であった者も含む。）及び監査役（監査役であった者も含む。）の会社法第423条

第1項の責任につき、善意にしてかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議をもって、法令の定める
限度額の範囲内において、その責任を免除することができる旨定款に定めております。

これは、取締役及び監査役がその役割を十分発揮することができ、また有能な人材を招聘することが
できるようにすることを目的とするものであります。

6. 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により、毎年5月31日の最終の株主

名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に
定めております。
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コーポレート・ガバナンス

Ⅱ 内部統制システムの整備状況

当社は、業務全般にわたる社内諸規程を全社的に整備し、当該諸規程に基づく適切な分掌管理により
業務を遂行するとともに、職務権限規程及び稟議規程に基づく承認体制を構築しております。なお、内
部監査室は、内部統制システムの有効性を継続的に評価するため、各部門における重要業務について、
業務の有効性及び正確性等を監査しております。

Ⅲ 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況

各監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行を監査しております。また、社長のほか取締役や
執行役員と随時情報交換を行い、経営課題や問題点を共有するほか、主として常勤監査役は議事録、稟
議書、契約書、取引記録書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査への立会い、実地
調査を実施し、取締役会以外の重要会議にも出席しております。

当社の内部監査については、内部監査室に内部監査担当者1名を配置し、年間を通じて必要な内部監
査を、監査役と連携のもと、内部監査計画に基づき実施しております。内部監査の結果は、文書により社
長に報告され、被監査部門に対して具体的な助言・勧告・改善状況の確認などを行っております。

また、会計監査については東光監査法人と監査契約を締結しており、定期的な監査を受けております。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、相互に連携をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行

うよう情報、意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適正な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状
況の確認に努めております。

Ⅳ リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、リスクを予防する観点からISOに基づいたルール整備のほか、市場・信用・
業務・経営の面においてリスクと考えられる情報がある場合は、経営会議にて当社及び当社グループ会
社の法令遵守状況について確認すると同時に、各部責任者がリスクと考えられる情報を部内に周知徹底
させる形で、リスクに対する意識向上を図っております。また、特に重要性の高い「個人情報保護」「法的
規制」等に関する法的リスクについて、適宜助言と指導を受けられるよう法律事務所と顧問契約を結び、
法務リスク管理体制の強化に努めております。

なお、定期的な内部監査の実施により、法令の遵守及びリスク管理体制について問題がないかどうか
を検証する仕組みとなっております。

Ⅴ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社子会社は、当社との連携・情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性質、機関の設計等、自社の
特質を踏まえ、自主的に経営判断を行い、独立性を確保することを基本としております。一方で、当社子
会社における経営上の重要な事項については、社内規定に基づき、当社の承認または当社への報告を
求めるとともに、子会社は業務執行状況・財務状況等を定期的に当社に報告するものとしております。ま
た、内部監査室は当社と当社子会社との取引に関する監査を行っております。

Ⅵ 役員報酬

1. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

（注） 1. 取締役の報酬限度額は、2017年10月25日開催の臨時株主総会において年額100百万円以内（ただし使用人分給与は 
含まない。）と決議しております。また別枠で、2018年2月22日開催第34回定時株主総会において、ストック・オプション報
酬額として年額100百万円以内と決議しております。

 2.監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第22回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。

2. 役員ごとの役員報酬等
連結報酬等の総額が1億円以上の役員がいないため記載を省略しております。

3. 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。

4. 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる 
役員の員数

（人）基本報酬 ストック・ 
オプション 賞与 退職慰労金

取締役
（社外取締役を除く） 6,487 4,910 1,577 ー ー 5

監査役
（社外監査役を除く） 1,200 1,200 ー ー ー 1

社外役員 3,000 3,000 ー ー ー 3
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コーポレート・ガバナンス

Ⅶ 社外取締役及び社外監査役について

1. 企業統治において果たす機能及び役割
当社は、社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役北村克己氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識によって、当社全体の運営がコーポ

レートガバナンス・コードで求められる基本原則を満たすものとなるよう、業務執行役員をサポートするこ
とが期待されるため選任しております。なお同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。

社外監査役浦野充敏氏は、税理士、代表取締役、監査役等を現任、歴任し、監査業務に求められる豊
富な経験と見識を有しており、これが当社の監査体制強化に寄与することが期待されるため選任してお
ります。なお同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。

社外監査役長渕数久氏は、特定非営利活動法人の理事長を現任し、企業経営を統治する十分な見識を
有しており、これが当社の監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏
個人と当社との間で特別な利害関係はありません。

以上から、各社外取締役及び社外監査役は、上記に記載のとおり、一般株主との利益相反の観点から
見て特記すべき利害関係がなく、かつ、他企業等における豊富な経験、見識及び専門的知見に基づき、
社外の視点を入れた、公正な助言、提言を行うことが期待されるため、一般株主と利益相反の生じるお
それのない、独立した立場で取締役の業務執行を監督または監査することが期待されます。

2. 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針

を定めておりませんが、上述のとおり、社外取締役及び社外監査役はいずれも当社が期待する機能・役
割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないものと判断しております。

3.   社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、 
監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は、高い見識及び豊富な経験に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営
陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。

社外監査役につきましては、取締役会及び監査役会において、専門的知識及び豊富な経験に基づき
意見・提言を行っております。また、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議、情報交換または
報告を受け、社内各部署のコンプライアンス（法令遵守）維持・強化を図っております。

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分
2017年度 2018年度

監査証明業務に
基づく報酬（千円）

非監査業務に
基づく報酬（千円）

監査証明業務に
基づく報酬（千円）

非監査業務に
基づく報酬（千円）

提出会社 12,000 ー 12,000 ー

連結子会社 31,215 ー 25,200 ー

計 43,215 ー 37,200 ー

 代表取締役社長 秋山�司
 代表取締役副社長 石原�直樹
 取締役 深見�修
 取締役 齊藤�洋介
 取締役 張�偉
 取締役 北村�克己
 常勤監査役 佐々木�弘
 監査役 浦野�充敏
 監査役 長渕�数久

役員一覧
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